


事   務   連   絡 

平成 27年 4月 17 日 

 

 

各都道府県介護保険主管部（局） 

各市町村 介護保険主管部（局）御中 

 

 

厚生労働省老健局振興課  

 

 

介護保険事務処理システム変更に伴う介護予防ケアマネジメントに 

係る財政調整業務委託契約書（例）について 

  

平素より、介護保険制度の円滑な実施にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律」（平成 26年法律第 83号）第５条による介護保険法（平成９年法律第 123 号）

第 124 条の３の改正により、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付に

ついて」（平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課事

務連絡）において「住所地特例に係る事務の見直しの概要について」及び「国保連合会

とのインターフェイスの変更点について」の中に、住所地特例対象者に介護予防ケアマ

ネジメントに係る財政調整に関してお示ししているところです。 

この度、当該業務を国民健康保険団体連合会に委託するに当たっての契約書（例）を 

作成しましたので、送付します。 

当該契約書（例）については、各市町村と国民健康保険団体連合会の間で新たな項目

を追加することなどは、差し支えありません。 

なお、当該業務の委託については、介護予防・日常生活支援総合事業の実施を猶予し

ている市町村を含めて全ての市町村が業務を委託することとなりますので、ご留意下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





（契約の更新） 

第九条  この契約の有効期間の終了一か月前までに、契約当事者のいずれか一方より何

らかの意思表示をしないときは、終期の翌日において向こう一か年間順次契約を更新

したものとみなす。 

 

  以上の契約の確定を証するため、本書二通を作成し、双方署名押印のうえ各一通を

所持するものとする。 

 

      平成 年 月 日 

  

     甲   ○○市（町村・広域連合・一部事務組合） 

市（町村・広域連合・一部事務組合）長          氏  名     印 

     乙   ○○都（道府県）国民健康保険団体連合会 

                                         理事長         氏  名     印 

 



別記一  
 

介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務日程等 
 
 
 
一 対象期間  毎年一月分から十二月分までの介護予防ケアマネジメント実施に 

要した費用（平成二十七年度に限り四月分から十二月分まで） 
 
 
二 介護予防ケアマネジメント負担金調整依頼書提出日 
 （市町村等→国保連合会）               対象期間翌年の一月末日 
 
 
三 介護予防ケアマネジメント負担金請求日 
 （国保連合会→市町村等）               対象期間翌年の二月末日 
 
 
四 介護予防ケアマネジメント負担金納入日 
 （市町村等→国保連合会）              対象期間翌年の三月十五日 
 
 
五 介護予防ケアマネジメント負担金支払日 
 （国保連合会→市町村等）               対象期間翌年の三月末日 
 
  



別記二 介護予防ケアマネジメント負担金調整依頼書 

 



別記三 介護予防ケアマネジメント負担金調整額通知書 

 



1 
 

住所地特例に係る事務の見直しの概要について 

 

 

本事務は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施時期に係わらず、平成２７年４月から、 

全ての市町村において必要な事務であるので、留意されたい。 

 

 

１．平成２７年４月からの住所地特例に係る事務の見直しの概要 

  ○住所地特例の対象施設にサービス付き高齢者向け住宅を含む改正が行われた（法第 13 条）。 

   改正で対象となるのは、平成２７年４月１日以降に該当する施設に入居した者のみとなる 

（改正法附則第 12 条）。 

  ○住所地特例対象者に対する地域密着型（介護予防）サービスの指定については、原則として、

当該者が居住する施設が所在する市町村（以下「施設所在市町村」という。）が行うものと

しているが、当該指定がない場合には転居前の市町村（以下「保険者市町村」という。）の

指定によりサービスを提供することも可能である（法第 42条の 2及び第 54 条の 2）。 

  ○住所地特例対象者に対する介護予防支援については、施設所在市町村が指定した介護予防支

援事業者（地域包括支援センター）が行うこととする。（法第 58条第 1項）。 

  ○住所地特例対象者に対する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

も含めた地域支援事業については、予防給付の介護予防訪問介護等を総合事業に移行するこ

と等を踏まえ、住所地特例対象者がより円滑にサービスを受けることができるよう、施設所

在市町村が行うものとしている（法第 115 条の 45 第 1 項）。 

ただし、任意事業については、保険者市町村も行うことができる仕組みになっており、事業

の内容（例えば、給付費適正化事業など）によっては、引き続き保険者市町村が行うことを

想定している。 

 

 

 

 

 

 

Ａ市からＢ市のＸ施設に入所する場合 保険者はＡ 

 

 

住所地特例のイメージ図 

  

 

保険者市町村Ａ 

在宅 

施設所在市町村Ｂ 

住所地特例対象施設Ｘ 

Ⅱ-資料２ 
















